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北海道林地開発
許可制度の手引き

北海道水産林務部林務局治山課

（令和２年４月１日改訂）
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Ⅵ 開発目的別の残置又は造成する森林の割合と配置

開発行為の目的に応じて残置又は造成する森林の割合、配置等が定められています。

なお、26ページ以降に事例を掲載していますので、参考にしてください。

１ 開発目的別の残置又は造成する森林の割合と配置の審査基準

開発行為 事業区域内において

残置し又は造成する 森 林 の 配 置 等

の 目 的 森林又は緑地の割合

別荘地の 残置森林率はおお １ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の

造 成 むね60パーセント以 残置森林又は造成森林を配置する。

上とする。 ２ １区画の面積はおおむね1,000平方メートル以上

とし、建物敷等の面積はそのおおむね30パーセント

以下とする。

スキー場 残置森林率はおお １ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の

の 造 成 むね60パーセント以 残置森林又は造成森林を配置する。

上とする。 ２ 滑走コースの幅はおおむね50メートル以下とし、

複数の滑走コースを並列して設置する場合はその間

の中央部に幅おおむね100メートル以上の残置森林

を配置する。

３ 滑走コースの上、下部に設けるゲレンデ等は１箇

所当たりおおむね５ヘクタール以下とする。

また、ゲレンデ等と駐車場との間には幅おおむね

30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。

ゴルフ場 森林率はおおむね １ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の

の 造 成 60パーセント以上 残置森林を配置する。

(現状のまま残す森 ２ ホール間に幅おおむね30メートル以上の残置森林

林の率をおおむね50 を配置する。

パーセント以上、残

置森林率はおおむね

40パーセント以上)

とする。

宿泊施設、 森林率はおおむね １ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の

レジャー 50パーセント以上 残置森林又は造成森林を配置する。

施 設 の （残置森林率はおお ２ 建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね40パー

設 置 むね40パーセント以 セント以下とし、事業区域内に複数の宿泊施設を設

上) とする。 置する場合は極力分散させるものとする。

３ レジャー施設の開発行為に係る１箇所当たりの面

積はおおむね５ヘクタール以下とし、事業区域内に

これを複数設置する場合は、その間に幅おおむね30

メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
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開発行為 事業区域内において
残置し又は造成する 森 林 の 配 置 等

の 目 的 森林又は緑地の割合

工 場 、 森林率はおおむね １ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘク
事 業 場 25パーセント以上と タール以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね

の 設 置 する。 30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。
これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林を配置す
る。

２ 開発行為に係る１箇所あたりの面積はおおむね20
ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成
する場合は、その間に幅おおむね30メートル以上の
残置森林又は造成森林を配置する。

住宅団地 森林率はおおむね １ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘク
の 造 成 20パーセント以上。 タール以上の場合は原則として周辺部に幅おおむね

（緑地を含む） 30メートル以上の残置森林又は造成森林・緑地を配

置する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森
林・緑地を配置する。

２ 開発行為に係る１箇所あたりの面積はおおむね20
ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成
する場合は、その間に幅おおむね30メートル以上の
残置森林又は造成森林・緑地を配置する。

土石等の １ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の
採 掘 残置森林又は造成森林を配置する。

２ 採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い、緑化及び
植栽する。また、のり面は可能な限り緑化し小段平

．．

坦部には必要に応じ客土等を行い植栽する。

太陽光発 森林率はおおむね １ 原則として周辺部に残置森林を配置することとし、
電施設の 25パーセント（残置 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタ
設置 森林率はおおむ15パ ール以上の場合は原則として周辺部におおむね幅30

ーセント以上とす メートル以上の残置森林又は造成森林（おおむね30
る。 メートル以上の幅のうち一部又は全部は残置森林）

を配置することとする。また、りょう線の一体性を
維持するため、尾根部については、原則として残置
森林を配置する。

２ 開発行為に係る１か所当たりの面積はおおむね20
ヘクタール以下とし、事業区域内にこれを複数造成
する場合は、その間に幅おおむね30メートル以上の
残置森林又は造成森林を配置する。

※ 森林の配置は、残置森林によることを原則とし、極
力基準を上回る林帯幅で適正に配置する。造成森林の
配置は、土地の形質を変更することがやむを得ないと
認められる箇所に限る。
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２ 残置森林等の配置の参考事例

別荘地の造成

事業区域内において

残置し又は造成する 森 林 の 配 置 等

森林又は緑地の割合

残置森林率はおおむね １ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林

60パーセント以上とす を配置する。

る。 ２ １区画の面積はおおむね 1,000平方メートル以上とし、建物敷等の面積

はそのおおむね30パーセント以下とする。

※ 森林の配置は、残置森林によることを原則とし、極力基準を上回る林帯幅で適正に配置

する。造成森林の配置は、土地の形質を変更することがやむを得ないと認められる箇所に

限る。

１区画

周囲に幅おおむね30ｍ

以上の残置森林

１区画おおむね1,000㎡以上

建物敷等（道路等を含む）の面積が区画の

おおむね30％以下
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スキー場の造成

事業区域内において

残置し又は造成する 森 林 の 配 置 等

森林又は緑地の割合

残置森林率はおおむね １ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林

60パーセント以上とす を配置する。

る。 ２ 滑走コースの幅はおおむね50メートル以下とし、複数の滑走コースを並

列して設置する場合はその間の中央部に幅おおむね100メートル以上の残

置森林を配置する。

３ 滑走コースの上、下部に設けるゲレンデ等は１箇所当たりおおむね５ヘ

クタール以下とする。また、ゲレンデ等と駐車場との間には幅おおむね30

メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。

※ 森林の配置は、残置森林によることを原則とし、極力基準を上回る林帯幅で適正に配置

する。造成森林の配置は、土地の形質を変更することがやむを得ないと認められる箇所に

限る。

コース幅おおむね50ｍ以下

駐車場

リフト乗場

レストハウス等

幅おおむね100ｍ以上の

残置森林

幅おおむね30ｍ以上の

幅おおむね30ｍ以上の 残置森林

残置森林

「ゲレンデ等」 コース幅おおむね50ｍ以下

おおむね５ha以下

（注） 「ゲレンデ等」とは滑走コースの上、下

部のスキーヤーの滞留場所であり、リフト

乗降場、レストハウス等の施設用地を含む

区域をいう。
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ゴルフ場の造成

事業区域内において

残置し又は造成する 森 林 の 配 置 等

森林又は緑地の割合

森林率はおおむね60パ

ーセント以上（現状の １ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林を配置する。

まま残す森林の率をお

おむね50パーセント以 ２ ホール間に幅おおむね30メートル以上の残置森林を配置する。

上、残置森林率おおむ

ね40パーセント以上）

とする。

※ 森林の配置は、残置森林によることを原則とし、極力基準を上回る林帯幅で適正に配置

する。造成森林の配置は、土地の形質を変更することがやむを得ないと認められる箇所に

限る。

幅おおむね30ｍ以上の

残置森林を配置する。

事業区域界

造成森林

幅30ｍ以上の残置森林
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宿泊施設、レジャー施設の設置

事業区域内において

残置し又は造成する 森 林 の 配 置 等

森林又は緑地の割合

森林率はおおむね50パ １ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林

ーセント以上（残置森 を配置する。

林率おおむね40パーセン ２ 建物敷の面積は事業区域の面積のおおむね40パーセント以下とし、事業

ト以上）とする。 区域内に複数の宿泊施設を設置する場合は極力分散させるものとする。

３ レジャー施設の開発行為に係る１箇所当りの面積はおおむね５ヘクター

ル以内とし、事業区域内にこれを複数設置する場合は、その間に幅おおむ

ね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配置する。

※ 森林の配置は、残置森林によることを原則とし、極力基準を上回る林帯幅で適正に配置

する。造成森林の配置は、土地の形質を変更することがやむを得ないと認められる箇所に

限る。

建物敷（道路を含まず）の面積がおおむね40％以下

１施設の面積がおおむね

５ha以下

幅おおむね30ｍ以上の

残置森林又は造成森林

幅おおむね30ｍ以上の残置森林又は造成森林
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工場、事業場の設置

事業区域内において

残置し又は造成する 森 林 の 配 置 等

森林又は緑地の割合

森林率はおおむね25パ １ 事業区域内の開発行為に係る森林の面積が20ヘクタール以上の場合は原

ーセント以上とする。 則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林を配

置する。これ以外の場合にあっても極力周辺部に森林を配置する。

２ 開発行為に係る１箇所当たりの面積は、おおむね20ヘクタール以下とし、

事業区域内にこれを複数設置する場合は、その間に幅おおむね30メートル

以上の残置森林又は造成森林を配置する。

※ 森林の配置は、残置森林によることを原則とし、極力基準を上回る林帯幅で適正に配置

する。造成森林の配置は、土地の形質を変更することがやむを得ないと認められる箇所に

限る。

〔 20ha以上の場合 〕

幅おおむね30ｍ以上の残置森林又は造成森林

周囲におおむね30ｍ以上

の残置森林又は造成森林

１箇所おおむね20ha以下
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土石等の採掘

事業区域内において

残置し又は造成する 森 林 の 配 置 等

森林又は緑地の割合

１ 原則として周辺部に幅おおむね30メートル以上の残置森林又は造成森林

を配置する。

２ 採掘跡地は必要に応じ埋め戻しを行い、緑化及び植栽する。また、のり
．．

面は可能な限り緑化し小段平坦部には必要に応じ客土等を行い植栽する。

※ 森林の配置は、残置森林によることを原則とし、極力基準を上回る林帯幅で適正に配置

する。造成森林の配置は、土地の形質を変更することがやむを得ないと認められる箇所に

限る。

地域森林計画対象地内 地域森林計画対象地外

無立木地の場合

には造林を行う

造成森林

残置森林又は

造成森林

幅おおむね30ｍ以上 幅おおむね30ｍ以上

（保安距離を含む）

13
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土石の採取（保安距離、保全区域の取扱いについて）

〔砂利採取〕 残置森林（保安距離） 造成森林

事業区域界

幅おおむね30ｍ以上の
残置森林（砂利採取法における保安距離を含む）

又は造成森林（表土を除去した後ののり面を含む）
．．

表土を除去した後ののり面を幅30mに含める
．．

場合は、植栽を行い造成森林とする。

（砂利掘削区域）

表土

安全な傾斜

〔採石〕 残置森林（保全区域） 造成森林

事業区域界

幅おおむね30ｍ以上の
残置森林（採石法における保全区域を含む）

又は造成森林（表土を除去した後ののり面を含む）
．．

表土を除去した後ののり面を幅30mに含める
．．

場合は、植栽を行い造成森林とする。

（岩石掘削区域）

表土

40度以下の安全な傾斜（採石法）

表土を除去した後ののり面（採石法）
．．

岩

※ 森林の配置は、残置森林によることを原則とし、極力基準を上回る林帯幅で適正に配置する。造成
森林の配置は、土地の形質を変更することがやむを得ないと認められる箇所に限る。

※ 造成森林は、苗木の活着が困難な状況が多いこと及び木が成長した後のり頭に荷重がかかることも
．．

考慮したうえで、植栽することによってのり面の保護が期待される場合に限る。
．．
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 8 

１：計画区域における自然環境の現況                   

 
（１）地形 

  本計画区域は、ニセコアンヌプリの南東麓に位置しています。計画区域の地形は、西

部のニセコ山系から東部の尻別川流域に向かってなだらかに傾斜する構造を呈していま

すが、さらに西部には、ニセコアンヌプリの山肌に展開するスキー場のゲレンデが広が

っています。また、ニセコアンヌプリの斜面上に広がるどの地点からも羊蹄山の眺望が

得られ、地域全体で共有できる大きなランドマークとなっています。 
 
 【図－３：計画区域の標高図】 

   

 

【図－４：計画 

 区域周辺の 

航空写真】 
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 9 

（２）自然植生と植生自然度※注 

  【図-６】と【図-７】に見られるように、この地域には、自然度の高い（自然度＝９）

エゾイタヤ－シナノキ群落と、自然度のあまり高くない落葉針葉樹植林（自然度＝６）、

そして自然度の低い畑地雑草群落（自然度＝２）が見られます。なかでも字山田地区は、

道道 343 号を境に斜面上部に落葉針葉樹植林（カラマツ植栽林）が、斜面下部にはエゾ

イタヤ－シナノキ群落が見られ、道道より下のペンション街は自然度の高いエゾイタヤ

－シナノキ群落の中にあります。一方樺山地区は、道道沿道には畑地が広がっており、

道道から離れた山間地や東部にはエゾイタヤ－シナノキ群落が見られます。 
この植生の現状は、この地域がどのように開発されてきたのかを示しています。国定

公園区域では早い時期からそれまでのエゾイタヤ－シナノキ群落が伐採されてカラマツ

などの落葉針葉樹が植林され、その間にゲレンデや宿泊観光施設街が造成されてきたこ

とを物語っています。この地域のもともとの自然植生は、道道下のペンション街周辺の

エゾイタヤ－シナノキの樹林地です。今後、この地域の新たな開発は、自然環境の保全

の観点から厳しく規制されることが望ましいといえるでしょう。また、樺山地区の道道

沿道に点在するペンションなどは主に畑地に立地していることから、今後地域の未来像

をどのように描くのかによって、農業用地として保全されるのか、それとも宿泊観光施

設集積地となるのかが方向付けられると言えます。 
  また、この地域のエゾイタヤ－シナノキ群落のところどころに伐跡群落が点在してい

ることから、今後の保全対策が重要になります。 
 
 【図－５：計画区域に広く分布するエゾイタヤとシナノキ】 

 

                 ←シナノキ                           ←エゾイタヤ 

 

                   シナノキ表皮↓  

                                                  エゾイタヤ表皮↓ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

※注：植生自然度 「自然は人間の手の付け具合、人工の影響の加わる度合いに応じて、極めて自然性の高いもの

から、自然性の低いものまでいろいろな階層に分かれて存在する」という考え方に基づいて、土地の自然性

を示す尺度の一つとして環境省が示したもの。（環境省第 5回植生自然度調査より） 
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 【図－６：計画区域の自然植生】 ※第５回環境省植生調査をもとに酪農学園大学金子研究室で GIS 化 

  

 

 自然植生

群落名

エゾイタヤ－シナノキ群落

エゾマツ－ダケカンバ群落

コケモモ－ハイマツ群集

ササ自然草原

ササ草原

ササ－ダケカンバ群落

ツルコケモモ－ミズゴケクラス

トドマツ植林

ヤナギ低木群落

下部針広混交林

伐採跡地に成立した二次林

伐跡群落

市街地

水田

畑地

緑の多い住宅地

耕作放棄地雑草群落

自然裸地

落葉針葉樹植林

造成地

開放水域

雪田草原

高山ハイデ及び風衝草原

 

 【図－７：計画区域の植生自然度】  
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（３）河川の環境 

この地域の河川、親父川、冷水川、尻別２号川そして大沢川は、斜面を下ってまっす

ぐ尻別川に注いでいます。その途中に宿泊観光施設街が広がっているため、それら支流

の汚濁や汚染は尻別川への環境負荷増大に直結します。宿泊観光施設街から排水される

生活排水の浄化が、大きな課題となります。山田地区には下水道が導入されていますが、

水洗化率はまだ約 60％程度にとどまっています。また、樺山地区に点在するペンション

などには下水道が導入されていないため、浄化槽が使用されています。浄化槽は定期的

な点検が不可欠ですので、履行されるよう引き続き行政指導を行うことが重要です。 
この地域からの生活排水などが水質に及ぼす影響を把握するために、尻別川にかかる

比羅夫橋地点（【図－８】①の地点）における定期的な水質の測定、及び人体の健康の保

護に関する環境測定項目の全てに関する調査が年 1 回行われています。その結果は、渇

水期に大腸菌の値が基準値を上回ることを除くと、それ以外の項目は基準値を下回って

います。 
しかし、 近、スキー場の市街地近傍の河川にゴミなどが流れていることが指摘され

ています。今後も、ごみの不法投棄や工事に伴う土砂の流出などによる河川への影響、

また温泉発掘に伴う温排水の処理などについても、注意深く観察や調査する必要があ

ります。 

 
 【図－８：計画区域の水系と水質測定地点】 

  

 

 

 

①
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２：美しい眺望景観                           

 

倶知安町は、ニセコ山系、羊蹄山を始め、尻別川、河川緑地、耕地防風林、樹林地、田

畑の風景が四季の変化に富んでおり、水と緑豊かな美しい自然景観・風景に恵まれていま

す。その中でニセコひらふエリアは、ニセコ・積丹・小樽海岸国定公園の麓に属している

ため保安林などの山林が多く、ニセコアンヌプリの山容は四季でその表情を変え、ニセコ

山系の景観にあって中心的な存在感を示しています。この地域が“東洋のサンモリッツ”

と称される所以のひとつはこの山並みなどの地形にありますが、ニセコアンヌプリの斜面

に繰り広げられるさまざまな山岳景観は、スキーをはじめさまざまなアウトドアの楽しみ

のひとつとなっています。ニセコアンヌプリを背にしながら羊蹄山の眺望景観に向かって

斜面を滑降するスキーの醍醐味は、他では味わえないものです。 

この地域のもうひとつの景観軸は、樺山地区の道道 343 号沿いに広がる畑の田園風景で

す。連作障害を防ぐため場所によっては毎年農作物が変わることから、変化のある景観を

楽しむことが出来ます。私たちの先達が長年にわたって切り開いてきた農地によって形作

られる景観は、人間と自然の交流によって育まれた懐かしさと暖かさを感じさせます。 

この地域の景観を語るときに忘れてはいけないのが、スキー場周辺の市街地の景観です。

道道 343 号を挟んで、個性の違う街並み景観が見られます。道道から上、ゲレンデの足元

に集積しているホテルなど比較的大きな宿泊施設を中心とした街並みは、 も高い建物で

３～５階と中低層の家並みがやや密集した市街地を形成しています。都市計画区域ではな

いことから法的な規制は無く、地域内部の暗黙のルールに従って街並みが形成されてきた

地域です。このように形成された街並み景観にはサンモリッツを髣髴とさせるイメージが

漂うことから、地域住民はサンモリッツ市との姉妹交流を重ねながら、この景観を大切に

してきた歴史があります。しかし反面、リゾートに求められつつあるゆったりした街並み

と言うには課題も多いのが実態です。“リゾートとして自然環境に恵まれているが、それ

を生かしきれていない。街は統一性もなく、わい雑であり、緑も少なく、リラックスでき

る雰囲気ではない。”（『ニセコ地域における外国人の観光と投資状況に関する報告書』H18

年 1 月 日本貿易振興機構北海道貿易情報センター）という厳しい評価も聞かれます。 

近年国内外資本による中高層建築物がこの地に建設されようとしていることは、宿泊観

光施設集積地の望ましい景観にとって大きな問題となっています。この地域の望ましい景

観のあり方について、根本的な議論と早急な対応策の双方が必要です。そのためには、地

域の貴重な景観資源にも眼を向ける必要があります。低層の切妻屋根がゆったりした敷地

に配置され周辺が緑化されているなど、将来の望ましい街並み景観のイメージを垣間見せ

ている地区もあります。また、ホテル街やペンション街に隣接した自然林の中を散策して、

東山や尻別川の水辺まで森林景観を楽しむことができる自然レクリエーションの空間も

あります。これらの優れた景観資源を活かして、“東洋のサンモリッツ”に相応しく望ま

しい将来像の実現を目指すことが求められています。 
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 【図－９：ニセコひらふエリアの代表的な景観資源から】 

 

グランヒラフスキー場から羊蹄山を望む 

  

グランヒラフスキー場のナイタースキー     グランヒラフスキー場の市街地と山並み 

  

ひらふ高原中央公園                樺山地区道道 343 号線沿いの畑の風景 
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３：土地利用状況                            

 

（１）土地利用の現況 

  地域における地目別の土地利用の現況は、【図-１０】【図-１１】のとおりです。 
 

 【図－１０：計画区域の土地利用】 ※酪農学園大学金子研究室で GIS 化（以下の GIS も同じ） 

 
 
 【図－１１：地域の地目別土地利用現況／平成 15 年度末現在】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

山田地区 樺山地区 ２地区合計

地目名 地目別公簿面積/m2 （割合） 地目別公簿面積/m2 （割合） 地目別公簿面積/m2 （割合）

学校用地 6,593.00 0.1% 6,593.00 0.0%

境内地

原野 1,318,450.91 16.6% 1,601,428.87 21.8% 2,919,879.78 19.1%

公園 3,892.00 0.0% 3,892.00 0.0%

公衆用道路 126,703.90 1.6% 100,561.78 1.4% 227,265.68 1.5%

鉱泉地 3.30 0.0% 3.30 0.0%

雑種地 95,924.01 1.2% 64,212.30 0.9% 160,136.31 1.0%

山林 2,141,382.11 26.9% 3,121,434.77 42.6% 5,262,816.88 34.4%

宅地 173,134.40 2.2% 37,577.72 0.5% 210,712.12 1.4%

池沼 2,370.00 0.0% 3,113.00 0.0% 5,483.00 0.0%

長夾物

鉄道用地 268,175.49 3.4% 6,579.00 0.1% 274,754.49 1.8%

田 10,088.00 0.1% 154,643.00 2.1% 164,731.00 1.1%

畑 309,768.87 3.9% 1,671,512.26 22.8% 1,981,281.13 13.0%

保安林 3,510,116.00 44.1% 560,369.00 7.6% 4,070,485.00 26.6%

墓地

牧場

用悪水路 140.45 0.0% 140.45 0.0%

溜池 2,636.00 0.0% 2,636.00 0.0%

合計 7,960,008.99 100.0% 7,330,801.15 100.0% 15,290,810.14 100.0%
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 ニセコひらふエリアの土地利用には、いくつかの特徴が見られます。 
 

① 山田地区では、保安林が も大きな割合（44.1％）を占めているのが大きな特徴と

なっています。樺山地区では少なく、7.6％です。 

② 樺山地区では、山林がもっとも大きな割合で 42.6％。山田地区では 26.9％ですの

で、両地区とも森林の面積が大きいことは共通していますが、山田地区ではその多

くが保安林に指定されていることが特徴と言えます。 

③ 樺山地区では、畑が 22.8％で、大きな面積となっていますが、山田地区ではほんの

少しの面積です。 

 
以上から、２地区の土地利用形態として、農地、山林（保安林）、原野が大きな割合を占

めている点が共通していることがわかります。これらのうち、農地法や農業振興地域の整

備に関する法律（以下、農振法）で守られている農地などについては容易に農地外に転用

されることはないと考えられますが、自然度の高いエゾイタヤ-シナノキが主体の地域森林

計画対象民有林の場合は、【図-１２】に示すようにその多くが生産機能森林であることから、

開発を抑制し保全する機能は十分とはいえません。また、反対に落葉針葉樹植林部分の多

くは生産機能森林ではありますが、保安林の指定も受けているところが多く、地域の西半

分に広がる斜面高地は比較的開発の圧力は少ないものと考えられます。いずれの山林も宿

泊観光施設集積地の周辺にあって自然環境面や景観面またレクリエーション面で重要な機

能を有していますので、多様な価値を有する土地利用形態として保全されることが望まし

いと言えます。 
 

 【図－１２：計画区域の生産機能森林の分布】 
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（２）環境・景観の特性に基づいて設定するミニゾーン 

国土利用計画法に基づく土地利用基本計画のなかでは、基本となる土地利用５区分の

中でさらに土地利用区分が細分化されており、それぞれが土地の特性を表しています。

実際にはそれらが重複して指定されることもあるので、その重複指定の状況を指標に、

土地の利用特性や環境・景観の特徴をミニゾーンごとに分析する必要があります。【図-
１３】と【図-１４】に示した A から M までのミニゾーンは、このような考え方に基づ

くものです。そして、これらのミニゾーンを、さらに類似した土地利用特性に見合うゾ

ーンとして大きく括ることも可能です。【図-１４】では、ミニゾーンの括り方を示してい

ます。 
また、景観条例や土地利用計画による地区指定の場合は、土地利用上の特性だけでは

なく、地域住民の意向や開発に関する政策的判断を加味することもあります。地域のま

ちづくりに向けたローカルルールづくりの基本方針に沿って、どの場所をどのような空

間として形成していくのか、検討が必要になります。ゾーンごとの特性に見合った景観

および環境あるいは土地利用面の保全策や規制・誘導策を講ずるため、ミニゾーンある

いはゾーンごとの具体的な基準値にも触れたローカルルールが望まれます。 
 

 【図－１３：計画区域のミニゾーン】 

 

 

 

 

※ E～Mは図－１４に示すミニゾーン 

1

F1 
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【図－１４：計画区域のミニゾーン・マトリックス】 

   

山田・樺山地区のミニゾーン

E F F1 H I J L M M1

土地利用基本 都市地域 都市計画区域

計画による 用途区域

５区分 特別用途地区

　※A～Kは 風致地区

　５区分の 都市公園

　重複による 都市計画区域外 ○ ○

　ミニゾーン 農業地区 農業振興地域 ○ ○ ○ ○ ○

農業地区域 ○

森林地域 国有林

地域森林計画対象民有林 ○ ○ ○ ○

保安林 ○

自然公園 国立公園区域

地域 国定公園区域

道立公園区域

特別地域 ○ ○

特別保護地区

自然保全 原生自然環境保全地域

地域 特別地区

その他の 防災 河川区域

土地利用 地すべり防止区域

区分 急傾斜地崩壊危険区域

砂防指定地

文化財 埋蔵文化財 ○

国指定文化財

道・町指定文化財

リゾート ○ ○ ○ ○

E F F1 H I J L M M1

宿泊観光施設集積ゾーン ○ ○

農村ゾーン ○

森林ゾーン ○ ○

レクレーションゾーン ○ ○ ○

河川ゾーン ○

ゾーン

 

※ E～Mは図－１３に示すミニゾーン 
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４：ニセコひらふエリアにおけるリゾート開発の推移             

 

 ニセコひらふエリアは、1961（昭和 36）年にニセコ高原観光㈱が発足して国内 長のス

キーリフトが建設され、翌年には戦後初の全日本スキー選手権大会開催の会場となって以

降、今日のスキーリゾート形成に至る歩みを本格化させます。この頃の宿泊収容力はまだ

600 名ほどですが、1970（昭和 45）年の冬季スキー国体開催を経てさらに脚光を浴び、1974

（昭和 49）年には建設省の大規模レクリエーション基地構想の指定を受けたことなどもき

っかけとなって、1978（昭和 53）年頃から 1985（昭和 60）年にかけてペンションなど宿泊

施設の開業ブームが押し寄せ、宿泊収容力も一気に 3,450 人まで膨らみました。その後、

1986（昭和 61）年の二度目の冬季国体の開催を経て、サンスポーツランドの開設、４スキ

ー場に共通リフト券を導入するなどのサービス向上が図られましたが、1993（平成 5）年以

降は国内スキー客が次第に減少傾向を見せ始めるようになりました。 

 しかし、1995（平成 7）年に起業したオーストラリア人事業家によるラフティングなどの

新たなアウトドアスポーツが人気を呼んだことをきっかけに、多くのオーストラリア人起

業家が事業を興して拡大しはじめます。そして次第にひらふスキー場のパウダースノーが

オーストラリアのスキー愛好家たちに口コミで広がるにつれ、2002(平成 14)年ごろからオ

ーストラリア人観光客が急増するようになりました。2004（平成 16）年にはカンタス航空

が札幌‐ケアンズ定期便の運航を冬季間開始するなど、オーストラリアからの観光客が一

層増える環境が整います。 

 この結果、倶知安町（その 

多くはグランヒラフスキー場

地区）におけるオーストラリア

人宿泊延数は、2004（平成 16）

年冬季で 44,813 人泊で、前年

度比190.6％の爆発的な伸びを

示しています。（『北海道観光入

込客数調査報告書（平成 16 年

度）』） 

 このようなオーストラリア

人観光客の増加傾向を受けて、

国内外の事業家によるツアー

オペレーターや不動産売買、そ

してコンドミニアムの建設管

理へと、その活動領域は拡大の

一途を辿っています。 
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【図－１５：観光客宿泊者数の推移】 
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 【図－１６：ニセコひらふエリアにおけるリゾート開発の歩み】 
グランヒラフひらふエリアの動き インフラ整備 備考

1961 S36
ニセコ高原観光㈱発足し、ひらふスキー
場に国内最長のスキーリフト建設

1962 S37 全日本スキー選手権大会開催

1963 S38 ニセコ積丹小樽海岸国定公園指定

1964 S39 （ひらふ全体の宿泊収容力600名）
中央バスがニセコスキー定期観光バ
ス運行開始

スイス・サンモリッツと姉妹都市提携

1965 S40
サンモリッツ㈱のアルペンリフト竣工、
営業開始

1970 S45 冬季スキー国体開催

1972 S47 「スキーの町」宣言

1974 S49
山田地区の簡易水道による給水開
始。以降拡張進む。

建設省による大規模レクリエーション基
地構想がニセコ（倶知安）地域を決定
（しかし1984年に断念）

1975 S50 （ひらふ全体の宿泊収容力1,300名）

1978 S53
（この頃からひらふでペンション開業相
次ぐ。S60年頃がピーク）

1979 S54
（ひらふスキー場周辺宿泊施設の新築増
築ブーム起きる）

・ひらふスキー場第1駐車場に管理
センター建設（バス待合、消防冬季
常駐）
・道南バスニセコスキー定期観光バ
ス運行開始

1980 S55
夏季対策でテニスコート増加計画、テニ
ス客誘致（ひらふ全体の宿泊収容力
3,450人）

1985 S60
ニセコ高原観光㈱の経営権がジャパンラ
イン系列から東急不動産への資産引渡し

1986 S61
この頃からH10までペンション街の
町道整備（単独費）が進められる

２度目の冬季スキー国体開催

1988 S63
千歳～ニセコ間に特急ニセコエクス
プレス運行開始

1990 H2
サンスポーツランド開設（テニスコー
ト、小グラウンド、管理棟）

東急リゾートが投資総額500億円の「花園
地区大規模リゾート開発計画」発表

1991 H3 バブル景気崩壊

1992 H4
・倶知安町の美しい風景を守り育てる要
綱施行
・花園スキー場オープン

1993 H5 ニセコ４スキー場に共通リフト券導入

1995 H7 尻別川でラフティング起業

1998 H10
ニセコ・羊蹄・洞爺地域がリゾート法42
番目で承認

2000 H12 山田地区下水道供用開始

2002 H14
この頃からオーストラリア人観光客が急
増

2003 H15
住民による観光地倶知安戦略会議（H17ま
で）

2004 H16

・カンタス航空が札幌～ケアンズ定
期便運行開始（冬季）
・町道岩尾別南３線開通（ニセコひ
らふから花園最短ルート）
・前年整備した地域インフラを基盤
に、ひらふ地区で民活によるブロー
ドバンドサービス（光ファイバー
網）を供給開始

・豪州系の日本ハーモニーリゾート㈱が
花園スキー場（東急系）等を買収。豪州
系企業家による不動産事業が活発化
・景観法制定

2005 H17
（ひらふ全体の宿泊収容力7,000名135
件、市街地850名）

・サンモリッツ大橋開通
・町が第一駐車場管理センターを東
急リゾートへ売却、「ウェルカムセ
ンター」としてリニューアルオープ
ン

・豪州系の日本ハーモニーリゾート㈱が
花園地区で15年計画の大規模リゾート建
設構想を公表。
・景観法施行
・北海道景観条例に基づき、羊蹄山麓広
域景観づくり指針策定
・外国人観光客誘致受入推進協議会発足
・地域再生計画（国際リゾート都市
“くっちゃん”の確立）

2006 H18
地域住民による景観形成ルール検討の動
き（ひらふ、花園）

倶知安町の美しい風景を守り育てる要綱
を全部改正

年
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